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　 介
護
保
険
課
か
ら
65
歳
以
上
の
市
民
の
皆
さ
ん
へ
　●

申
請
先
・
問
合
せ
　
介
護
保
険
課
（
あ
い
ぱ
ー
く
光
）
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●65歳以上の人の介護保険料段階表（平成21年度～平成23年度）

所得段階区分 

第1段階 

基準額×0.5

第2段階 

基準額×0.5

第3段階 

基準額×0.75

特例第4段階 

基準額×0.875

第4段階 

基準額 

第5段階 

基準額×1.125

第6段階 

基準額×1.25

第7段階 

基準額×1.5

第8段階 

基準額×1.75

生活保護を受けている人、または世帯全員が住民税非課税で 
老齢福祉年金を受けている人 

年額保険料 

24,270円 

24,270円 

対象者 

世帯全員が住民税非課税で、 
本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で、 
本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円を超えている人 36,400円 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税の者がいる人のうち、 
本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人 42,470円 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税の者がいる人のうち、 
特例第４段階対象者以外の人 48,540円 

本人が住民税課税で、 
本人の前年の合計所得額が125万円未満の人 54,600円 

本人が住民税課税で、 
本人の前年の合計所得額が125万円以上200万円未満の人 

本人が住民税課税で、 
本人の前年の合計所得額が200万円以上400万円未満の人 

本人が住民税課税で、 
本人の前年の合計所得額が400万円以上の人 

60,670円 

72,810円 

84,940円 

介護保険料が
見直されました

　
介
護
保
険
料
は
、
３
年
ご
と
の
介
護
保

険
事
業
計
画
に
お
い
て
見
直
す
仕
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
こ
の
た
び
の
見
直
し
に
お
い

て
、
介
護
保
険
料
の
基
準
額
を
年
額
で
６

６
０
円
、
月
額
で
55
円
の
引
き
下
げ
を
行

い
、
保
険
料
基
準
額
（
月
額
）
は
４
０
４
５

円
と
な
り
ま
し
た
。（
平
成
18
〜
20
年
度
は

４
１
０
０
円
）

　
ま
た
、
所
得
段
階
区
分
の
多
段
階
化
を

行
い
、
保
険
料
負
担
の
平
準
化
を
図
り
ま

し
た
。

　
介
護
保
険
料
の
基
準
額
は
、
将
来
の
推

定
被
保
険
者
数
や
要
介
護
者
数
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
用
や
介
護
保
険
料
段
階
の
細

分
化
な
ど
を
踏
ま
え
て
算
定
さ
れ
ま
す
。

今
年
度
か
ら
介
護
従
事
者
の
人
材
確
保
や

処
遇
改
善
に
伴
い
、
介
護
報
酬
が
約
2.8
％

引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
保
険
料

の
上
昇
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
国

か
ら
交
付
さ
れ
た
臨
時
特
例
交
付
金
と
市

の
介
護
給
付
費
準
備
基
金
の
取
り
崩
し
に

よ
り
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
基
準
額

の
引
き
下
げ
を
実
現
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
今
後
３
年
間
（
平
成
21
〜
23
年

度
）
の
介
護
保
険
料
段
階
区
分
は
以
下
の

と
お
り
で
す
。

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た

所
得
段
階
区
分
の
多
段
階
化
と

　
　
　
　
保
険
料
基
準
額
の
引
き
下
げ

　
介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
化
の
進

行
に
伴
い
、
介
護
を
必
要
と
す
る

人
々
を
社
会
全
体
で
支
え
あ
う
大
切

な
制
度
で
す
。

　
平
成
21
年
度
か
ら
、
介
護
保
険
料

が
変
更
と
な
り
ま
す
。
保
険
料
の
納

付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
、
特
別
徴
収

と
普
通
徴
収
の
２
種
類
に
分
か
れ
て
い
ま

す
。

※
納
期
と
納
め
方
は
下
表
参
照

　 保
険
料
の
納
め
方

■
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）

　
老
齢
（
退
職
）
年
金
、
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
の
い
ず
れ
か
が
年
額
18
万
円
以
上
の

人
は
、
原
則
と
し
て
特
別
徴
収
に
よ
る
納

付
と
な
り
ま
す
。な
お
、
平
成
20
年
度
中
に

65
歳
に
な
っ
た
人
や
転
入
し
た
人
な
ど

で
、
老
齢
（
退
職
）
年
金
等
が
年
額
18
万

円
以
上
の
人
は
、
本
年
度
中
に
納
付
方
法

が
特
別
徴
収
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

　
す
で
に
特
別
徴
収
で
納
め
て
い
る
人
で
、

年
度
前
半
（
４
・
６
・
８
月
）
の
保
険
料
が

仮
決
定
し
て
い
る
人
は
、
６
月
に
確
定
し

た
年
間
保
険
料
か
ら
仮
徴
収
合
計
額
を
差

し
引
き
、
残
り
の
額
が
、
後
半
（
10
・
12
・

２
月
）
の
３
回
に
分
け
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
前
半
の
仮
徴
収
は
、
所
得
の
状

況
等
に
よ
り
、
被
保
険
者
の
負
担
が
均
等

化
さ
れ
る
よ
う
金
額
が
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
６
月
中
旬
に

送
付
す
る
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
普
通
徴
収
（
納
付
書
に
よ
る
窓
口
納
付

と
口
座
振
替
）

　
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人
や
、
年

度
当
初
（
４
月
１
日
時
点
）
で
年
金
の
支
給

決
定
が
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
普
通
徴
収
の

対
象
者
で
す
。
６
月
中
旬
に
納
入
通
知
書
を

お
送
り
し
ま
す
の
で
、
各
納
付
期
限
ま
で
に

指
定
し
た
納
付
場
所
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
年
金
の
差
し
止
め
（
年
金
担
保

を
含
む
）
や
、
現
況
届
の
未
提
出
な
ど
で

年
金
の
支
給
が
停
止
し
た
場
合
に
は
、
普

通
徴
収
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

●平成21年度の介護保険料の納め方

65歳以上
の人 

65歳未満
の人 

平成21年4月1日時点 

普通徴収 

 特別徴収 

※誕生日の 
　　翌月から 

※
た
だ
し
、
毎
月
１
日
生
ま
れ
の 

　
　
　
　
　
　
　
　
人
は
誕
生
月
か
ら 

老齢年金の支給決定 
がされていない人 

すでに老齢年金の 
支給決定がされて 
いる人 

老齢（退職）年金等が 
　　年額18万円未満の人 

老齢（退職）年金等が 
　　年額18万円以上の人 

平成21年度中に 
　　　　　65歳になる人 

●介護保険料の納期

老齢（退職）年金等が 
年額18万円未満の人等 

普通徴収 

平成21年 

平成22年   2月  1日 
  3月  1日 
3月31日 

6月30日 
7月31日 
8月31日 
9月30日 

11月30日 
12月25日 

11月 2日 

市に個別に支払う 

【納付期限】 

　◎納期　10回 

【対象者】 

老齢（退職）年金、 
遺族年金、 
障害年金が 
年額18万円以上の人 

特別徴収 

平成21年 

平成22年   2月 

年金から天引き 

【天引きする月】 

　◎天引き回数　6回 

【対象者】 

4月 
6月 
 
10月 
12月 

8月 

　
40
〜
65
歳
未
満
の
人
（
第
２
号
被

保
険
者
）
の
介
護
保
険
料
は
、
加
入

す
る
医
療
保
険
の
計
算
方
式
に
よ
り

決
め
ら
れ
、
医
療
保
険
料
（
税
）
と

合
わ
せ
て
医
療
保
険
者
に
支
払
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保

険
者
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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納
期
の
た
び
に
金
融
機
関
等
に
行
く
手

間
が
省
け
、
指
定
さ
れ
た
預
貯
金
口
座
か

ら
自
動
的
に
払
い
込
ま
れ
る
た
め
納
め
忘

れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
申
し
込
み
は
、
あ
な

た
の
預
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
窓
口

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
（
金
融
機
関

に
あ
り
ま
す
）
、
介
護
保
険
料
の
納
付

書
、
預
貯
金
通
帳
、
通
帳
使
用
の
印
鑑

　　
所
得
段
階
区
分
が
第
３
段
階
の
人
で
、

特
に
生
計
が
困
難
な
低
所
得
の
人
は
、
次

の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、
第
２
段
階
の

金
額
（
年
額
２
万
４
２
７
０
円
）
ま
で
介

普
通
徴
収
の
人
は
、
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
介
護
保
険
施
設
に
入
所（
入
院
）し
て
い

る
人
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
し
て
い

る
人
は
、
居
住
費
（
滞
在
費
）・
食
費
は
保

介
護
保
険
施
設
に
入
所
（
入
院
）
中

の
居
住
費
や
食
費
に
係
る
負
担
額

の
軽
減

減
免
制
度

　
市
内
に
住
所
の
あ
る
在
宅
寝
た
き
り

高
齢
者
、
ま
た
は
重
度
障
害
者
の
い
る

世
帯
に
、
老
衰
、
障
害
、
疾
病
な
ど
、
寝

具
の
衛
生
管
理
が
困
難
な
家
庭
の
寝
具

類
の
洗
濯
、
消
毒
お
よ
び
乾
燥
を
無
料

で
実
施
し
ま
す
。
お
住
ま
い
の
担
当
地

区
民
生
委
員
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
寝
具
の
範
囲
　
敷
布
団
、
掛
布
団
お

よ
び
毛
布
各
２
枚
、
枕
１
個
ま
で

◎
問
合
せ
　
光
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　

０
８
３
３(

７
４)

３
０
２
０

・
山
口
銀
行
　
・
西
京
銀
行

・
も
み
じ
銀
行
　

・
東
山
口
信
用
金
庫

・
周
南
農
業
協
同
組
合
　

・
南
す
お
う
農
業
協
同
組
合

・
中
国
労
働
金
庫

・
山
口
県
漁
業
協
同
組
合

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
口
座
振
替
の
み
可
能
）

・
市
役
所
、
支
所
お
よ
び
各
出
張
所

・
あ
い
ぱ
ー
く
光

【
納
付
で
き
る
場
所
】

護
保
険
料
を
軽
減
し
ま
す
。

■
要
件

①
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と

②
世
帯
の
収
入
合
計
が
１
人
世
帯
で
90
万

円
以
下
で
あ
る
こ
と
（
２
人
以
上
の
世
帯

の
場
合
は
、
２
人
目
か
ら
１
人
に
つ
き
70

万
円
を
加
算
）

③
市
民
税
課
税
の
人
に
実
態
と
し
て
扶
養

さ
れ
て
い
な
い
こ
と

④
市
民
税
課
税
の
人
と
生
計
を
共
に
し
て

い
な
い
こ
と

※
住
民
票
上
で
別
世
帯
で
あ
っ
て
も
、
実

態
と
し
て
同
居
の
場
合
は
、
同
一
世
帯
と

み
な
し
ま
す
。

■
手
続
き

　
申
請
書
お
よ
び
関
係
書
類
（
申
告
書
、

調
査
の
た
め
の
同
意
書
、
医
療
保
険
証
の

写
し
、
年
金
振
込
（
改
定
）
通
知
書
の
写

し
等
）
を
介
護
保
険
係
の
窓
口
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
原
則
と
し
て
、
申
請
月
か

ら
の
月
割
り
で
の
減
免
に
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
介
護
保
険
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

険
給
付
の
対
象
外
で
す
が
、
本
人
お
よ
び

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
場
合
は
申

請
に
よ
り
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
対

象
に
な
る
人
は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き

　
介
護
保
険
施
設
に
入
所
（
入
院
）、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る
と
き
、
ま

た
は
入
所
（
入
院
）、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を

利
用
す
る
日
が
決
ま
っ
た
と
き
に
、
印
鑑

と
介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
持
っ
て
、
介

護
保
険
係
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
、
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
を

受
け
て
い
る
人
は
、
６
月
末
で
有
効
期
限

が
切
れ
ま
す
の
で
、
新
た
に
申
請
が
必
要

で
す
。
６
月
中
に
申
請
書
を
お
送
り
し
ま

す
の
で
、
６
月
末
ま
で
に
介
護
保
険
係
の

窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

寝
具
乾
燥
消
毒
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担 

（
原
則
と
し
て
費
用
の
１
割
） 

40～64歳の 
人の保険料 
　　30％ 

65歳以上の 
人の保険料 
　  20％ 

65歳以上の 
人の保険料 
　  20％ 

国・県・ 
市の負担金 
　50％ 

　
介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
皆

さ
ん
が
納
め
た
保
険
料
と
、
国
・

県
・
市
の
負
担
金
で
運
営
し
て
い

ま
す
。

　
市
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る

総
額
（
利
用
者
負
担
分
を
除
く
）

の
50
％
を
公
費
（
国
・
県
・
市
の

負
担
金
）
で
賄
い
、
残
り
の
50
％

を
40
歳
以
上
の
被
保
険
者
が
負
担

し
ま
す
。

65歳以上の人の介護保険料（平成21年度）

介
護
保
険
に 

　
　
　
必
要
な
財
源
は
？ 
Ｑ 


